
Japan Advanced Institute of Science and Technology

JAIST Repository
https://dspace.jaist.ac.jp/

Title
ソフトウェアアカウンタビリティ実現のためのGORAと

法理論の利用に関する報告

Author(s) 杉森, 隼人; 落水, 浩一郎

Citation

Research report (School of Information Science,

Japan Advanced Institute of Science and

Technology), IS-RR-2007-005: 1-35

Issue Date 2007-03-28

Type Technical Report

Text version publisher

URL http://hdl.handle.net/10119/8439

Rights

Description
リサーチレポート（北陸先端科学技術大学院大学情報

科学研究科）



ソフ トウ ェアアカウンタ ビリテ ィ実現のための
GORAと 法理論の利用に関す る報告

杉 森 隼 人,落 水 浩 一 郎

2007年3月28日

IS-RR-2007-005

北 陸先 端 科 学 技術 大 学 院 大学

情 報 科 学研 究 科

923-1292石 川 県 能美 市 旭 台1-1

{hayasugi,ochimizu}@jaist.ac.jp



概 要

近年 、社会のあ らゆ る場面 で情報 システムが利 用 され ている。 これ ら情報 システ ムに

は、国や学校な どの組織 が定 める規則 を仕様 とす るものがある。規則 を仕様 とす る情報 シ

ステムを利用す るにあたって、システムが行った判断や行為 について、利害関係者がい く

っかの タイプの質問を持つ ことがある。本研究では、利用者 か らの質 問の うち、 「この行

為 はなぜ義務 とされているのか」 とい う質 問に対 し、情報 システ ムが答 える、 といった環

境 を作 ることを目標 とす る。ゴール指 向要求分析 、及び、法理論の考え方 を利用 して、規

則 の制定 目的 と規則 との対応情報 を管理す るデー タベースを設計す る。 また、JAISTの

履修規則の設 計例 を示 す。
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1は じめに

1.1背 景

近年、社会 のあ らゆる場面で システムの電子化 が進 んでいる。それ ら情報 システムに

は、国や企業、学校 な どの組織 が定める規則 を仕様 とす る ものが ある。

規則 を仕様 とす る情報 システ ムの利用者 は、 システムの判 断に従って、税金 を納めた

り、履修す る授業 を選択 した りす る。 この判断は、利用者 にとって重要 なものであること

が多いた め、規則 を仕様 とす る情報 システ ムは、特 に安心 して利用 できるこ とが求め ら

れ る。

1.1.121世 紀COEプ ログラム 「検証進化可能電子社会」について

JAISTに お ける21世 紀COEプ ログラム 「検証進化可能電子社会」[11で は、規則 を仕

様 とす るシステムを、Law-De丘ned情 報 システム と呼び、組織 に所属す る人々の生活に深

く関わるLaw-Defined情 報システムについて、これ を安心 して利用 できる環境の実現 を目

指 してい る。

[11にお いて、Law-Defined情 報 システ ムが満 たすべ き安心性 要件が以下の よ うに提案

され た。

●正 当性

●進化容易性

● セ キ ュ リテ ィ

● アカ ウ ンタ ビ リテ ィ

●耐故障性

1.1.2ソ フ トウェアアカウンタ ビリテ ィについて

落水研究室にお いて、上記 の安心性要件 の うち、アカ ウンタビリテ ィ、及び、進化容易

性について、その理論 と実現方法の開発が取 り組 まれてお り[2][3]、この うち、ソフ トウェ

アアカ ウンタビ リティが以下のよ うに定義 された。

「Law-Defined情 報 システムが、行 った行為や判 断に関 して、そのシステムの複数の利害

関係者 が持つ質問に対 して、納得す るよ うに説 明 しうること」

複数の利害 関係者 は、規則の制定者、規則 に従 う者 、規則 について検討 ・変更す る者、

システム設計者な どを含む。

規則の制定者は、組織が掲げる 目標や要求に沿って、規則をま とめ、文書化 し、示す こ

とで、人の行動 を制限 した り活 性化 した りする。

1
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規則を作る人が意図し、理解し、表現した世界

規則群

Law-Defined情 報 システム へ の 要 求

図1:複 数 の利害関係者 が持つセマ ンテ ィクスの階層

ここで、規則 に従 う者や、規則につ いて検討 ・変更す る者 は、規則の制定理 由に興 味を

持っ場合があ る。

規則 に従 う者 は、 自らの行動 に関係 す る規則 に よって、望んでい る行 為 を禁止 された

り、 または望まない行為 を命令 された りす る場合な どに、その規則 が どの よ うな理 由に

よって制定 され たのか、 といったことを知 りたい場合 がある。

また、社会の環境や組織 の 目標 が変わる、 もしくは新たな要求の発生 などに よって、規

則が変更 され ることがあ るが、そ の場合 に、現行の規則 の制定者がいない、或いは、制定

理 由に関す る情報 が失われて いて、必要な規則 の変更が遅れ る、 といった こ とが考 え ら

れ る。

つ ま り、これ らの規則 に従 う者や 、規則 について検討 ・変更す る者か らの質問の一部 は、

現行の規則が どの ように して制定 されたのか、 といった ことに関す るものであ ると考え ら

れ る。

規則の制定者 は、直接 的に訊 かれれ ば、そのよ うな質問に答 えることはで きるが、制定

理 由に関す る情報をシステ ムで管理 し、必要に応 じて他の者が取 り出せ る環境であること

が、よ り良い と考 えられ る。

システム開発者が持 つ質 問は、規則 と機能要求 に関す るものであ る。 システ ム開発者

は、規則 に従って要求を定義す るが、規則が変更 された場合 に、変更 され た規則 がどの機

能要求に影響 してい るか、 といったこ とを解 明で きると、システムの変更 ・進化 が容易 に

なる と考 えられ る。

1.1.3ソ フ トウ ェアア カウ ンタ ビリテ ィ実現の概要

[2]では、これ らの利害関係者が持つセマ ンテ ィックスを階層化 し、それぞれの要素の相

互関係の情報 を管理す ることが提案 された。規則 の制定者による制定の理 由や意 図に関す

る情報 、規則に従 う者 が実際 に関わ る情報(つ ま りは規則の内容その もの)、 そ して、シ

ステム開発者 に よる機 能要求 、 とい った階層 である[図11。

また、[2]では、規則の制定 目的の表現には、ゴール指向要求分析(GORA,GoalOriented

RequirementsAnalysis)に お けるゴール木 を、規則 の表現 には法理論 を、それぞれ用い

2



繭

組織が示した目標とその部分目標
(ゴール木による表現)

規則
(法理論による表現)

図2:対 象 とす る階層

ることが提案 されてい る。

規則の制定者、及び、 システム設 計者 に よってま とめ られ たこれ らの相 互関係 の情報

を、管理 し、必要に応 じて取 り出す ことのできる環境 を作 るこ とで、Law-Defined情 報 シ

ステムが、規則 に従 う者か らの質問の一部 に答 えること、規則の検討 ・変更 を支援す るこ

と、Law-Defined情 報 システムの機 能要求 の変更 を支援す ることな どが可能であ ると考 え

られ る。

1.2本 稿 の 対 象

本稿 では、規則 に従 う者 、または、規則 を検討 ・変更 したい者 か らの、

「この規則 はなぜ制定 され たのか?」

といった質問に、システム 自身が答 える、とい う環境 を実現す るために、規則の制定 目

的 と規則 につ いて、表現、管理す る方法 について、検討、及び実践 を行 った。

規則 の制定 目的の表現、及 び、規則 の表現については、図 に従い、 ゴール指向要求分

析 と法理論 の考 え方 を用いた[図2]。 また、規則 の制定 目的 と規則 の関連 にっ いて、上記

の質問に答 えられ るよ うな対応付 けを、検討 した。そ して、これ らの情報 を管理す るデー

タベースのスキーマの設計 を行 った。

また、事例 として、JASITの 履修規則にっいて、 ゴール指 向要求分析 を用いて設計、及

び、法理論 の考え方に従 って表現 した場合の例 を示 し、 この情報をデータベースで管理す

るこ とで、上記の質 問に答 えるために必要 となる情報 を取 り出せ ることを確かめた。

尚、Law-Defined情 報 システムの機能 として、ユーザか らの質問を受 け付けて答 える、

といった機能 を付加す る際に、 このデー タベー スを利用す ることを想定 してい る。

1.3本 稿 の 構成

本稿 の構成 は以下である。

・2節 ゴール指 向要求分析 と法理論 の概要、及びその利用

規則 の制定 目的 と規則 の表現で利用す る、ゴール指向要求分析 と、法理論 について、

その説 明と用 いる理 由、利用方法 を述べる。

3



・3節 各階層 の要素 とそれぞれ の対応の情報 を保持す るデー タベースの設 計

ゴール指 向要求分析 にお けるゴール と法理論 におけ る各種規範 を管理す るテーブル

と、それぞれ の リレー ションを設 計す る。

●4節JAISTの 履修規則設 計例

2節 に基づ いて、JAISTの 履修規則 の設計を行 った例 を示す。

・5節 デー タベース利用例

4節 で設計 した履修規則に関す る情報 を、3節 で設 計 したデー タベ0ス で管理 した例

につ いて示す。

・6節 評価

設 計 したデー タベー スについて、評価す る。

●7節 今後の課題

本稿 で述べ た ものの他 にデー タベー スで管理す る と良い と考 え る情報 について述

べ る。

・8節 ま とめ

本研 究につ いて まとめ る。

4
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2ゴ ール指 向要求分析 と法理論の概要 、及びその利用

ゴール指 向要求分析 にお けるゴール木 により、組織 が示す 目標 とそれを解釈 した内容 に

つ いて表現 し、法理論 によ り、規則 を表現す る。

2.1ゴ ー ル 指 向 要 求 分 析

ゴール指 向要求分析 は、 ソフ トウェア工学 にお ける、要求 開発 ・管理 に関わ る手法 で

ある。

ゴール指向の手法では、組織やVザ が望む状態を ゴール とし、それ を中心 として業務

分析や要求定義な どを行 う。

ゴール指向にお いて基本 となるのは、あ るゴールに対 して、それ を 「どのよ うに して

(How)」 実現す るのか、 とい う検討 を行 うことによって、よ り具体的なサブ ゴール を導 出

す ること、及 び、 あるゴールに対 して、それ は 「なぜ(Why)」 必要で あるのか、 と質 問

す ることに よって、よ り上位 の ゴール を抽 出す ることにある。 この上位 ・下位 の ゴールの

関係 は ゴール木に よってモデル化 され る。

十分 に分解 されたサブ ゴール は、その まま要求であ る とみなす ことができ る。要求 と

は、 ソフ トウェア開発 においては、システムが満 たすべ き様態や能力の ことである。

2.1.1ゴ ール木

ゴール木は、 ゴール とサブ ゴ0ル の関係 を、 目的一手段である として、ツ リー構造、ま

たは、非循環有 向グラフとして表現 した もので ある。

サブゴールか ら見る と、ゴールは 目的で あ り、ゴール か ら見 ると、サブ ゴールは 自身を

実現す る手段 である[図3]。

2.1.2要 求開発 ・管理 にお けるゴール指向要求分析の位置づけ

要求開発 ・管理 にお いては、 システムの要求 を定義す るにあたって、要求の抽 出、記

述、妥当性 の確認 、検討 、変更管理 な どのプ ロセスがあ る[8]。 ゴール指向のコンセプ ト

は、抽出、記述、検討、変更管理 において特 に重要であ る。

ソフ トウェア開発 のプ ロジェク トにおいて、通常、システムが実現すべき機 能を設計 ・

開発す ることの他 に、品質が良いこと、コス トが予算 内であること、期限までに仕上げる

こと、などが求 められ る。 しか し、 これ らプ ロジェク トへの要求は、互いに相反す る場合

がある。例 えば、期限までに仕上げ るには もっと人を雇 う必要があるが、それ では予算を

超 えて しま う、 といった場合 である。

そ こで、システ ム要求 の うち、 どれ が特 に重要 で、 どれがあま り重要でないかを検討

し、需要に応 じて実現 しないシステム要求 を選び出す、 といった ことが行われ る[81。
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コー ル
ゴー ル

サブゴール
サブゴール

サブゴール

サブゴール

サブサブゴール サブサブゴール

図3:ゴ ー ル 木

ここにおいて、要求の トレーサ ビリテ ィが求め られ る。つま り、あ る要求 に対 して、そ

の要求が どのよ うな 目的で定義 されたかを調べることが可能 である、といった ことが求め

られ る。 この トレーサ ビリテ ィによ り、システム設計者 、及び、発注元 の担 当者 に、元来

の 目的 とシステム要求 との対応 が示 され る。システム設計者 と担当者 は、この情報 を元に

協議 し、実現す るシステム要求 を選択 し、合意 を得 る。

この トレーサ ビ リティを実現す る手法の一つが、ゴール指 向要求分析で ある。

ゴール木 により、ゴールか らシステム要求への分解 の過程に関す る情報(つ ま りは、サ

ブゴール とその関連)を 保持 しておき、必要 に応 じて取 り出す ことで、 トレ0サ ビリテ ィ

が実現 され る。

2.1.3ゴ ール指 向要求分析の利用

規則 を制 定す る際の、組織の 目標 とその解釈 の過程 を、 ゴール木 によって表現す る。こ

の場合、分解 された最下位 のサブ ゴール は、規則へ の要求 とな る。 この要求を、法理論 に

よる規範の機能 と対応 付ける。

ゴール をデー タベー スでのテー ブル のひ とつ とし、テーブル 間を 目的一手段 の関係 とし

て リレー シ ョンを作 る。
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許可されている行為一 一
命令されている行為 選択自由な行為 禁止されている行為

-

免除されている行為

図4:命 令 ・禁止 と許 可 ・免除の関係

2.2法 理 論

エ ックホ フに よる法理pa[4]で は、社会 にお ける法 を、規範 と活動 とを要素に持つ シス

テムであると捉 えてい る。

規範 は、社会集 団において、所属す る人の行動や判断の基準である。法理論では、規範

の持つ機能 を以下の三つの タイ プに分類 してい る。

・指令

・性 質決定

・授権

2.2.1指 令

指令 は、人 の行動 を感化す る機能で ある。 ここで、感化 とは、あ る一定の方向に心理的

に向け させ ることである。例 えば、 「所得税 を納 めな くてはいけない」 「他人の物 を盗んで

はな らない」 「卒業 までに一定 の単位 を修得 しなけれ ばな らない」 といった言語表現に こ

のタイプの規範の機能 が含 まれ る。

指令の機能 を持つ規範 は義務規範 と呼ばれ る。

義務規範 は、命令、禁止、許 可、免除の四つ の下位 グループを持つ。命令、禁止は、そ

れぞれ 、しな くてはいけないこ と、 してはい けないことであ り、許 可、免 除は、それぞれ

命令 と禁止 の反対の意 味である[図4]。

2.2.2性 質決定

性質決定は、ある現象(人 や物、関係 、状態 な ど)が 、 どのカテ ゴ リーに入 るかを示す

機能 である。

ある人物 が成 人 とい うカテ ゴリに入 る、人 と人の関係 について夫婦や親族な どと名づ け

る、一定以上 の長 さを持った刃物 は凶器 である、凶器 によって人 を傷つ けよ うとした行為

は殺人未遂にあたる、な どである。

性質決定の機 能を持つ規範 は性質決定規範 と呼ばれ る。
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一

問題

データ

熟慮プロセス

立場一

理由付け

図5:法 理論 におけ る活動

性質決定規範 によって、誰が一定のカテ ゴ リに入 るかが示 され、義務規範 によって、そ

のカテゴ リに入 る人がすべき(ま たは、すべきではない)行 為が示 され る。また、その行

為 によって成 された状態が、 どのカテ ゴ リに入 るか も性 質決定規範 によって示 され る。

2.2.3授 権

授権は、指令、性質決定、または新 たな権 限を人に付与す る権限 を、人や組織に付与す

る機能である。例えば、スポーツのサ ッカーにおいて、審判 に、ある行為 をオフサイ ドで

ある と認定 した り、ルール違反 を した選手 にレッ ドカー ドを示す ことで退場 を命令 した り

す る権限 を与 えることが、授権 にあたる。

授権 の機能 を持つ規範 は、権限規範 と呼ばれ る。

義務規範の場合 と同様 に、性質決定規範に よって、誰 が一定のカテ ゴリに入 るかが示 さ

れ、権 限規範 に よって、そのカテ ゴ リに入 る人が持つ権 限が示 され る。

2.2.4活 動

活動は、問題 とデータを入力 とし、内部で熟慮が行 われ、出力 は問題 に対す る立場 と理

由付 けであるよ うな、部分のシステ ムである[図5]。

国家 における活動は、 日本の場合 では、立法、司法、行政に当たる。

立法は、規則 を制定す る活動 である。 この場合、入力 としての問題 は、「飲酒運転 によ

る事故が増 えてい るが、減 らす にはど うすれば よいか」といった ような抽象的な問題であ

り、 ここでのデー タは、 「どの程度事故が増 えているのか」 「現在の制裁 は有効か」 「どの

程度 の飲酒が事故 に繋 がるのか」 といったものである。 これ らを元に、議会な どで熟慮が

行 われ、出力 として、「一定の検査 により飲酒運転 と認 定 された場合は、最大30万 円の罰

金 に処すべ きである」 とい う立場 が新たな規則 として示 され、熟慮の過程 が理 由付 けとし

て示 され る。

司法は、具体的な紛争や訴訟 に対 し、裁判 によ り立場 を示す活動である。 この場合、入

力 としての問題 は、 「ある人物が他人 を傷つけたが、それは殺人未遂にあた るか」 とい う

具体的な問題 であ り、ここでのデータは、実際にあった行為や動機な どであ る。 これ らを

元 に、裁判 の場で熟慮が行われ、 出力 として、立場 と理 由付 けが示 され る。
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行政は、国が法に基づ いて行 う活動の うち、立法 と司法 を除いたものである。警察 によ

る治安維持 、道路建設、外務、財務な ど様々ある。行政 も具体的な問題 について立場 を示

す活動であるが、司法 との違 いは、訴訟 な どがあった場合 に裁判所 が受動的 に対応す るの

に対 し、行政では能動的に現実 の問題 について活動す る、 と捉 えることができる。

2.2.5法 理論の利用

法理論 によ り分類 された規範それぞれの機能 を、ゴール指向要求分析に よって定義 され

た要求 と対応 付けす る(次 節)。

また、規範 の機能 は、Law-Defined情 報システムの機 能要求 と対応 させ ることもできる

と考 えている。 つま り、義務規範について、指令 を出力す る機能や、 「なぜ この行為は命

令 されてい るのか?」 といった質 問を、受 け付 け、回答す る、 といった機能な どとの対応

付 けである。 または、権 限規範 について、誰 かに命令 した り、ある行為が遂行 された こと

を認定 した場合な どに、それ を入力す る、 といった機能 との対応付 けで ある。

2.3階 層間の対応付 け

ゴール木の末端 の規則 への要求 と、指令機能、授権機能 とを対応付ける。

2.3.1ゴ ー ル と指 令 機 能 との 対応

ゴール によって示 され る状態になるために、どのよ うな人が、 どの よ うな行為をす る必

要があるか、または、どのよ うな人がその行為をすべ きか、 とい う観 点か ら対応 がわかる

よ うに、関連付けを行 う。つ ま り、ある(要 求 され てい る)状 態になるた めのプロセスに

関与す る人の行為を、義務規範 によって感化 し、また、どの ような人がその行為 をすべき

人のカテ ゴ リに入 るか を、性質決定規範 によって規定す る。

例 えば、国によって 「可燃 ゴミは焼却場 で処理 され る」とい う要求が示 された場合 を考

える。 これ に関与す る人、または組織 は、ゴ ミを分別 して出す人、集配所 か ら焼却場へ運

ぶ業者、焼却場の運営者 、な どが考え られ る。それぞれのタイプ に含 まれ る人 を、性質決

定規範 によって規定 し、また、それぞれ に対 して、 「ゴ ミは分別 して出さなければな らな

い」 「ゴミを焼却場へ運ば なければな らない」 「運ばれ て きた ゴ ミを焼却 しなければな ら

ない」 とい う内容 の指令 を示す こ とによって、 「可燃 ゴ ミは焼 却場 で処理 され る」 とい う

ゴールが達成 され る[図6]、 とい う対応 である。

2.3.2ゴ ー ル と授 権 機能 との 対 応

ゴールによって示 され る状態 になるた めのプロセ スの うち、一定の行為があった ことを

判 断す ることに、特別な能力や知識が必要で ある場合に、性質決定す る権 限を与える権限

規範 と、 ゴール とを対応付 けす る。
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コール=

可燃ゴミは焼却場で処分される

謙 圃
■
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指令=
運 ばれたゴミを

焼却処分しなければ
ならない

麟 ⑭
収集業者

㊥
焼却場

図6:対 応付 けの方針

また、ゴール によって示 される状態になるためのプ ロセス に関わ る行為 を、

他人 に命令す る権限を与 える権限規範 と、 ゴール とを対応付 けす る。

自分または

10



一

3各 階層の要素 とそれぞれの対応の情報 を管理するデータ

ベースの設計

3.1個 別 の 情 報

前章 までの検討によ り、デー タベースで管理す る情報について、以下の ものを個別であ

るとした。

・業務 目標

・規則要求

・義務規範

・権限規範

・性質決定規範

業務 目標は、ゴール木 にお けるゴール、またはサブゴール の内容 である。 ゴール とサブ

ゴール を 目的/手 段 として関連 させ るこ とによ り、 あるゴールが どのサ ブゴール によって

実現 されているか、または、サブゴール が定義 された 目的 と してのゴール は どの よ うな内

容であるか、 といった情報 を取 り出す ことができる。

規則要求 は、 ゴール木 にお ける末端のサブ ゴールである。 同 じく、業務 目標 と目的/手

段 として関連 させ る。これ を特別に規則要求 としたのは、義務規範や権 限規範 に関連 させ

るため と、この規則要求 によって表現 され る状態が、ある行為について、それが遂行 され

たかを判断す る基準 にな ると考 えたためである。つま り、規則 要求 によって表現 される状

態 になるために、規則に従 う者 に行為が指令 されている、とい う捉 え方 を しているので、

行為の遂行 を判断す るには、この規則要求が表現す る状態を、システムな どが観測できる

ようにす る必要がある、 と考 えた。システム要求 との対応 の詳細は検討 を要す るため、本

研究では、規則要求 は、状態の内容 のみ とした。

義務規範 は、規則 に従 う者 に指令 され てい る行為 と、どのカテ ゴリの人 間に指令 されて

いるのか、及び、その様態(命 令 、禁止、許 可、免除)の 内容で ある。

権 限規範 は、規則 に従 う者 に与え られ る権限 と、どのカテゴ リの人間に権限が付与 され

ているかの内容である。

規則要求 と義務規範 、及び、規則要求 と権限規範 を、 目的/手 段 と して関連 させ ること

によ り、ある規則要求が、どの義務規範、権 限規範に よって実現 され るか、及 び、義務 と

され る行為や、人 に与え られ る権限にっ いて、 どの ような規則要求 に基づいて規定 され た

のか、 といった情報 を取 り出す ことがで きる。更に、 この規則要求か ら辿って、 どの よ う

な業務 目標 の元で規則要求が定義 され たか、 といった情報 も取 り出す ことがで きる。

性質決定規範は、カテ ゴ リの名称 と、どのよ うな人や物 、状態が、そのカテ ゴリに入 る

か、といった内容 であ る。義務規範や権限規範で示 され る人物のカテ ゴ リにお いて、その

カテ ゴリに入 る人物の条件 を示す。
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3.2テ ー ブル

前節 の方針 で、テー ブル を決定 した。

業務 目標テーブル、及び、規則要求テーブル で、規則 の 目標の階層 の情報 を管理す る。

義務規範テーブル、権 限規範テーブル、性質決定規範テーブル で、規則の階層 の情報 を

管理す る。

3.2.1業 務 目標テー ブル

ゴール木 にお けるゴールの内容 である。

3.2.2規 則要求テー ブル

ゴール木 の末端で あ り、組織 に所属す る者の行為、またはその組 み合わせ によって、な

るべ き状態 を示す。

3.2.3義 務規範テー ブル

どのカテ ゴリの人間に、 どの よ うな行為が指令 されてい るか、 といった内容 である。

主体、様相、行為の属性 を持つ。

3.2.4性 質決定規範テー ブル

あるカテゴ リに入 る現象(人 物、状態な ど)が どの ような ものであるか、といった内容

である。

カテ ゴ リ名 、カテ ゴ リ内容 の属性を持つ。

3.2.5権 限規範 テー ブル

どのカテゴ リの人物に、どのよ うなことに影 響を与 える権限があるか、といった内容で

ある。

主体、権限対象 の属性 を持つ。

3.3各 テ ー ブ ル 間 の リ レー シ ョン

●業務 目標テーブル ー業務 目標テーブル(多 対多)

目的 一手段 の関係 であ る。
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●業務 目標 テー ブル ー規則要求テーブル(多 対多)

目的 一手段 の関係であ る。

・規則要求テー ブル ー義務規範テーブル(多 対多)

目的 一手段の関係であ る。

・規則要求テーブル ー権限規範テーブル(多 対多)

目的 一手段の関係で ある。

・義務規範テーブル ー性質決 定規範テーブル(多 対1)

内容 一主体 の関係 である。

・権限規範テーブル ー性質決定規範テーブル(多 対1)

内容 一主体 の関係で ある。

これ らの リレーシ ョンは[図7]で ある。

また、デー タベー スのスキーマ を[図8]に 示す。
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図7

業 務 目標テーブル 規則 要 求テー ブル

・業 務 目標ID**・ 規 則 要 求ID

・内容 ・要 求 内容

*/1

*
*

鞠 灘「驚 鱒
**

11

・性 質 決 定規範ID

・カテゴリ名

・内容

性 質 決定 規範 テーブル

作成 したテーブル とリレー シ ョン(業 務 目標 は 自身 と多対多 の関係)
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業務 目標(業 務 目標ID,目 標 内容)

業務 目標 間 リンク(業 務 目標間 リンクID,目 的,手 段)

規 則要求(規 則要 求lD,要 求 内容)

業務 目標一規則 要求 リンク(業 務 目標一規 則要 求lD,目 的,手 段)

義務規範(義 務lD,主 体,義 務 様相,行 為 内容)

規則要 求一義務 規範 リンク(規 則要 求一義務規 範lD,目 的,手 段)

権限規範(権 限ID,主 体,権 限内容)

規則要 求一権 限規範 リンク(規 則要 求一義務規 範ID,目 的,手 段)

性質決 定規範(性 質決 定ID,カ テ ゴ リ名,内 容)

図8:設 計 したデー タベースのスキーマ
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4JAISTの 履修規則設計例

事例 として、JASITの 履修規則 について、ゴール指 向要求分析 を用いて設計、及び、法

理論の考 え方 に従 って表現 した場合 の例を示す。

4.1ト ッ プ レベ ル の ゴー ル

JAISTが 設立 され た当初、

・多眼的人材 の育成

・修了生の品質保証

・学生 中心 の教育

●修士研 究にお ける先端性の維持

・種々の分野か らの学生 の受 け入れ

といった 目標 が掲げ られ、 これ を元に、当時 の教員に よって履修規則が制定 された。

本稿では、この 目標 を トップ レベル のゴール とし、教員 に助言 を頂いて分解 を行 い、規

則を定義 した。

4.2ゴ ー ル の分 解 と規 則 の 定 義

本稿で設計 したゴールの分解、及び、対応する規則は以下のようになる。

4.2.1多 眼 的人材の育成

この ゴール の展開は以下の よ うになる(ゴ ール木は図9)。 尚、ボール ド文字のサブ ゴー

ルは規則へ の要求であ り、規範の機能 と対応 している(以 下同様)。

・特定の分野に偏 らず、バ ランスの取れ た総合 力 を要請す る

一5分 野 の講義科 目の設定

一 学生は修 了までに4分 野以上修得 している

一 本来の分野 とは別 の分野で研 究 させ る

*学 生 は修 了までに副テーマを終 了 している

*副 テーマ終了 を認定す る者を規定
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多眼的人材の育成

特定の分野に偏らず、
バランスの取れた総合 力を

養成する

5分 野の講義科 目

本来の研究分野とは
別の分野で
研究させる

修 了までに
副テーマを終了している

副テーマ終了を
認定する者を規定

修 了までに
分野以上を修得してい

図9:目 標 の分解 と規則要求(1)
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特定の分野に偏 らず、バ ランスの取れ た総合力 を要請す る、とい うゴールの達成のため

に、5分 野の講義科 目の設定、及び、学生 に本来 の分野 とは別の分野 で研 究 させ る、 とい

うサブ ゴール を設定 した。 また、分野 に関 して、5分 野 を設定す るだけでな く、学生 は修

了までに4分 野以上 を修得 してい る、とい うサブ ゴール を設定す るこ とで、総合力 を要請

す る、 とい う上位 の ゴール を達成 してい る。

本来の分野 とは別の分野で研究 させ る、 とい うゴール の達成 のために、学生は修了まで

に副テーマ を終了 している、 とい うサブ ゴール を設定 した。そ して、副テーマの研 究に

よって、総合力 が要請 され ることを保証す るために、判断す る能力がある者(副 テーマ教

員)に 、副テーマ終了を認 定す る権 限を与 える、 とい うことを規定す るサブゴール を設定

してい る。

規範の機能 との対応 は以下の よ うになる。

●学生は修了 までに4分 野以上修得 してい る

義務規範

主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 導入 ・基幹 ・専門講義科 目から4分 野以上の修得

・学生は修了 までに副テーマを修 了 してい る

義務規範

主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 副テーマの終了

・副テーマ終了 を認定す る者 を規定

権限規範

主体 副テーマ指導教員

権限内容 副テ.__.マ終了の認定

4.2.2修 了生 の 品 質保 証

この ゴールの展 開は以下のよ うにな る (ゴ ール 木 は 図10)。

・高度の専門知識を体得 した人材の育成

一 コース ワークの重視

*学 生は終 了までに一定の単位 を修得 している
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修了生の品質保証 修了までに
一定の単位を修得している

終了までに
副テーマを終了している

高度の専門知識を体得した
人材の養成

』 修了までに

主テーマを終了している
コースワークの重視

修了までに
特論を修得している

点数制による評価 授業評価する者を親定

研究計画書の
複数教員による審査 碍噛を評価する考を親定

体系的カリキュラム 研究開始までに
研究計画提案書を提出してい

クォータ制

シラバスの整備

講義の階層化

導入講義の開講

基幹講 の開講 二)

専門講 の醗 二)

先端講 の際 二)

図10:目 標 の分解 と規則 要求(2)
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*学 生は終 了までに副 テーマ を終 了 して いる

*学 生は終 了までに主テーマ を終 了 して いる

*学 生は終 了までに特論 を修得 している

一 点数制 による評価

*授 業 を評価す る者を規定

*特 論 を評価す る者を規定

一 研究計画書の複数教員に よる審査

*学 生は研究開始 までに研究計画書 を提 出 している

一 体系的カ リキュラム

*ク ォー タ制

*シ ラバスの整備

*講 義 の階層化

・導入 講義 の開講

基幹講義 の開講

専門講義 の開講

先端講義 の開講

高度の専 門知識 を体得 した人材の育成のために、コースワークの重視、点数制に よる評

価、研究計画書の複数教員 による審査、体系的カ リキュラム、といったサブ ゴール を設定

した。

コー スワー クの重視で は、一定の単位 の修得 、副 テー マ、主テーマ の研 究 を行 う、 と

いった ことを設定 している。

体系的カ リキュラムに関 して、 クォー タ制は、授業 の開講期 間を3ヶ 月 とし、1年 度で

4期 の授業 を行 う制度であ る。また、講義 を導入 か ら先端まで階層化す ることで、初歩的

な知識か ら専 門的な知識 まで を体得す ることができるよ うになってい る。

規範 の機 能 との対応 は以下のよ うになる。

●学生は修 了までに一定 の単位 を修得 している

義務規範

主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 共通 ・導入 ・基幹 ・専門講義科 目から10科 目20単 位以上の修得

●学生は修 了まで に一定 の単位 を修得 してい る

義務規範

20



主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 導入 ・期間 ・専門講義科 目から8科 目16単 位以上の修得

・学生は修了までに一定の単位を修得 している

義務規範

主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 基幹 ・専門講義科目から5科 目10単 位以上の修得

・学生は修了までに主テーマを終了している

義務規範

主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 主テーマについて研究を行い、最終試験に合格する(研 修の修得)

・学生は修了までに副テーマを終了 している

義務規範

主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 副テーマの終了

●学生は修了までに特論を修得 している

義務規範

主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 特論の修得

・学生は研究開始までに研究計画書を提出している

義務規範

主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 研究計画書の提出

●学生は研究開始までに研究計画書を提出している

21
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義務規範

主体 主テーマ開始要件を見たしていない学生

義務様相 禁止

行為内容 主テーマの開始

性質決定規範

カテゴ リ 主テーマ 開始要件 を見た していない学生

内容4分 野6科 目以上の修得 、研究計画提案書の提出、副テーマの終了の

いずれか を遂行 していない学生

学生は研究 開始 まで に研究計画書 を提 出 している、とい うゴールの達成のために、学生

に研究計画書の提 出を命令 し、且つ、主テ0マ 開始要件 を満た していない学生 に、主テー

マ を開始す ることを禁止 している。 また、主テーマ 開始要件 を満た していない学生 とは、

4分 野6科 目以上の修得 、研 究計画提案書 の提出、副テーマの終了のいずれかを遂行 して

いない学生であ る、 と性質決定 してい る。

4.2.3学 生 中心 の教 育

この ゴー ル の展 開 は以 下 の よ うに な る[図11と 同 じ]。

●オフィスア ワー

●学生による予習 ・復習

一 シラバス整備

一 講義の ビデオ録画

・少人数教育

一 基幹講義の年2回 開講

・学生 自身 による進度の確認

一 様々なチ ェックポイ ン トによる進度認定

*学 生は副 テー マを開始す るまでに2科 目以上修得 している

*学 生は主テーマ開始 までに、副テー マ終了、研究計画書審査、及 び4分 野

6科 目以上修得が済ん でいる

*中 間審査会

*最 終審査会
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オフィスアワー

学生による予習・復習

シラバス整備

講義のビデオ録画

少人数教育

基幹講義の年2回 開講

学生自身による
進度の確認

々なチェックポイントによ
進度認定

授業評価アンケート

授業評価アンケートの提出

図11:目 標の分解 と規則要求(3)

2科 目以上修得後に

副テーマ開始

副テーマ終了、研究
計画書審査、及び

4分野6科 目以上修得後に

主テーマ開始
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・授業評価アンケー ト

ー 学生 によって授業評価ア ンケー トが提出 され る

学生中心 の教育のために、オフィスアワー、学生による予習 ・復習、少人数教育、学生

自身 による進度の確認 、授 業評価 アンケー ト、 といったサブ ゴール を設定 している。

オフィスアワーは、15時 限の講義以外 に、教員 が学生か らの質 問を受け付 ける、 といっ

たこ とを行 う時間を設 ける制度 である。

学生に よる予習 ・復習 を支援す るために、事前に授業内容 を確認 できるシラバスを整備

し、後に講義 内容を確認で きるビデオ録画 を行 っている。

少人数教育の実現のために、基幹講義について、同じ内容 の講義 を年2回 開講 している。

学生 自身による進度 の確認のために、様々なチェックポイン トによる進度認定 を行ってい

る。チ ェックポイン トは、副テーマ 開始、主テーマ開始、中間審査、最終審査な どで ある。

規範 の機能 との対応は以下にな る。

・学生は副テーマ開始までに2科 目以上修得 している

義務規範

主体 副テーマ開始要件を満たしていない学生

義務様相 禁止

行為内容 副テーマ開始

●学生は副テーマ開始までに2科 目以上修得 している

性質決定規範

カテゴリ 副テーマ開始要件を満たしていない学生

内容2科 目以上を修得 していない学生

・学生によって授業評価アンケー トが提出される

義務規範

主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 授業評価アンケー トの提出

4.2.4修 士研究における先端性の維持

この ゴールの展開は以下の よ うになる(ゴ ール木は図12)。

●最先端設備の充実
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修士研究における
先端性の維持

最先端設備の充実

研究開始までに
研究計画提案書を提出してい

Topレベルの教員層

砺究叢随書の認定
研究計画書の

複数教員による審査

中間審査を受ける

中間審査会

申闘審査に轟ける謬価

最終審査会

最終審査を受ける

種々の分野からの
学生の受け入れ

最整審査韮二ゐ珪る…睾舗

面接による選抜

接の合穣を認定する考を
規建講義の階層化

図12:目 標 の分解 と規則要求(4)
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・Topレ ベルの教員層

●研究計画書の複数教員による審査

一 研究計画書を認定する者を規定

・中間審査会

一 学生は研究の途中で中間審査を受けている

一 中間審査における評価をする者を規定

・最終審査会

一 学生は研究の最後に最終審査を受けている

一 最終審査における評価をする者を規定

修士研究における先端性の維持のために、最先端設備の充実、Topレ ベルの教員層、研

究計画書の複数員による審査、研究について中間、最終の二回の審査を行 う、といったサ

ブゴールを設定 している。

規範の機能 との対応は以下のようになる。

・研究計画書を認定する者を規定

権限規範

主体 主指導教員

権限内容 研究計画の内容が十分である、と主指導教員の立場から認定

権限規範

主体 副指導教員

権限内容 研究計画の内容が十分である、と副指導教員の立場から認定

権限規範

主体 副テーマ指導教員

権限内容 研究計画の内容が十分である、と副テーマ指導教員の立場から認定

・中間審査における評価をする者 を規定

権限規範

主体 修士論文審査員

権限内容 中間審査における評価

・最終審査における評価をする者を規定
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権限規範

主体 修士論文審査員

権 限内容 最終審査における評価

4.2.5種 々の分野か らの学生の受け入れ

このゴール の展開は以 下のよ うにな る(ゴ ール木 は図12)。

●面接 による選抜

一 面接の合格 を認定する者 を規定

・講義の階層化

一 導入講義の開講

一 基幹講義の開講

一 専 門講義の開講

一 先端講義の開講

種 々の分野か らの学生 の受 け入れ のために、筆記試 験ではな く、面接 による選 抜 を行

う。また、初歩 的なものか ら順序 良 く知識 を得 られ るよ うにす るために、講義 の階層化 を

行 う。

規範の機能 との対応 は以下の よ うになる。

・面接 の合格 を認 定す る者 を規定

権限規範

主体 面接担 当教員

権限内容 面接 の合格 を認 定
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5デ ー タ ベ ー ス 利 用 例

デー タベー ス管理 ソフ トで あるMicrosoftAccess[9]を 用いて、3節 で設計 したスキー一

マを持つデー タベース を作成 した。

本節 では、4節 で設計 した履修規則 につ いて、データベー スで管理 した例 を示す。

5.1MicrosoftAccess上 の リ レー シ ョ ン

Accessで 作 成 した テー ブ ル と リレー シ ョンは図13に な る。 (属性 は省 いてい る)

5.2ク エ リ

Accessの クエ リ作成 ウィザー ドを用 いて、義務 規範 、権 限規範それぞれ に関連 してい

る規則要求、及び、その上位の ゴール を検索す るクエ リを作成 した。

5.2.1義 務規範 に対応す る規則要求、及び上位のゴールを検索するクエリ

義務規範テー ブルか らゴール を検索す るクエ リは以下 のよ うな ものになる。

SELECT

義務規範.主 体,

義務規範.種 類,

義務規範.行 為 内容,

規則要求.要 求内容,

業務 目標.目 標 内容,

業務 目標.1.目 標 内容,

業務 目標 一2.目標 内容

FROM

業務 目標AS業 務 目標.2

RIGHTJOIN((業 務 目標AS業 務 目標.1

RIGHTJOIN((業 務 目標

INNERJOIN(((義 務規範

INNERJOIN[規 則要求一義務規範 リンク1

0N義 務規範.義 務ID=[規 則 要求一義務 規範 リンク].手段)

INNERJOIN規 則要求

ON[規 則要求一義務規範 リンク].目的=規 則要求.規 則要求ID)

INNERJOIN[業 務 目標一規則要求 リンク1

0N規 則要求.規 則要求ID=[業 務 目標一規則要求 リンク].手段)

28



一

[
業務 目標
テーブル

ー 一

2

1

*

*

業務 目標一規則要求

リンク

業務 目標間リンク

*

1

]

[
規則要求
テーブル

1

1 *

*

規則要求一権限規範
リンク

*

規則要求一義務規範
リンク

*

1

権限規範
テーブル

1

*

義務規範
テーブル

*

1

1 性質決定規範
テーブル

図13:MicrosoftAccess上 の テ ー ブ ル と リ レ ー シ ョ ン
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ON業 務 目標.要 求ID=[業 務 目標 一規 則 要求 リン ク].目 的)

LEFTJOIN業 務 要 求 間 リン ク

ON業 務 目標.要 求ID=業 務 要 求 間 リン ク.手 段)

ON業 務 目標 一1.要求ID=業 務 要 求 間 リン ク.目 的)

LEFTJOIN業 務 要 求 間 リンクAS業 務 要 求 間 リン ク.1

0N業 務 目標.1.要 求ID=業 務 要 求 間 リン ク.1.手 段)

ON業 務 目標.2.要 求ID=業 務 要 求 間 リン ク.1.目 的;

5.2.2権 限規範に対応す る規 則要求、及び上位の ゴールを検索す るクエ リ

権限規範か らゴール を検索す るクエ リは以下のよ うな ものにな る。

SELECT

権 限規範.主 体,

権 限規範.権 限内容,

規則要求.要 求内容,

業務 目標.目 標 内容,

業務 目標.1.目 標 内容,

業務 目標 一2.目標 内容

FROM

業務 目標AS業 務 目標一2

RIGHTJOIN((業 務 目標AS業 務 目標.1

RIGHTJOIN((業 務 目標

INNERJOIN(((権 限規範

INNERJOIN[規 則要求権 限規範 リンク1

0N権 限規範.権 限ID=[規 則 要求一権 限規範 リンク].手段)

INNERJOIN規 則要求

ON[規 則要求一権限規範 リンク】.目的=規 則 要求.規 則 要求ID)

INNERJOIN[業 務 目標一規則要求 リンク】

ON規 則要求.規 則 要求ID=[業 務 目標一規則要求 リンク].手段)

ON業 務 目標.要 求ID=[業 務 目標一規則要求 リンク].目 的)

LEFTJOIN業 務要求問 リンク

ON業 務 目標.要 求ID=業 務要求間 リンク.手 段)

ON業 務 目標.1.要 求ID=業 務要求間 リンク.目 的)

LEFTJOIN業 務要求 間 リンクAS業 務 要求 問 リンクー1

0N業 務 目標一1.要求ID=業 務要求問 リンク.1.手 段)

ON業 務 目標 一2.要求ID=業 務要求問 リンク_1.目 的;
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5.3検 索 例

クエ リに よって、例 えば以下の情報 を検索す ることがで きた。

主体 博士前期課程学生

義務様相 命令

行為内容 導入 ・専門 ・基幹講義科 目から4分 野以上の修得

要求内容 学生は修了までに4分 野以上を修得 している

目標内容 特定の分野に偏らず、バランスの取れた総合力を養成す る

目標内容 多眼的人材の育成

これ は、以下の よ うな意味になる。

「[博士前期課程学生]に は、[導入 ・専門 ・基幹講義科 目か ら4分 野以上の修得]を す る

ことが[命 令]さ れているが、これは、[学生は修了までに4分 野以上を修得 している]と い

う要求 のためである。 また、 この要求は、[特定の分野に偏 らず、バ ランスの取れ た総合

力 を要請す る]と い う目標 を実現す るた めであ り、更に これ は、[多 眼的人材の育成]と い

う目標 を実現す るためで ある」

主体 副指導教員

権限内容 研究計画書の内容が十分である、 と副指導教員の立場から認定

要求内容 研究計画書を認定する者を規定

目標内容 研究計画書の複数教員による審査

目標内容 高度の専門知識を体得 した人材の育成

目標内容 修了生の品質保証

これ は、以下の ような意味にな る。

「[副指導教員]に は、[研究計画書の内容 が十分である、 と副指導教員の立場か ら認定]

をす る権限が付与 されてい るが、 これは、[研究計画書 を認定す る者 を規定]と い う要求の

ためである。 また、この要求は、[研究計画書の複数教員 に よる審査]と い う目標 を実現す

るためで あ り、 これ は、[多眼的人材 の育成]と い う目標 を実現す るためで あ り、更にこれ

は、[修 了生 の品質保証1と い う目標 を実現す るためであ る」
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6評 価

5節 よ り、義務 とされてい る行為、または、人 に付与 されてい る権限 について、その制

定 目的を質問 された場合 に、デー タベースか ら、元 となっているゴール を検索す ることが

可能 であるこ とが確 かめ られ た。 このゴール の情報 を利 用すれ ば、規則 に従 う者 や規則

を検討 ・変更す る者か らの質 問の一部 に、Law-Defined情 報 システムが回答す ることがで

きる。

また、他の質 問 として、

1.あ る行為 が義務 とされ ているが、

科 され るのか?

2.規 則 が 変 更 され た が 、

それ を遂行 しなかった場合は、 どの よ うな制裁 が

それ によって どのよ うな 目標 に影響が出た のか?

といった ものが考え られ る。

1に 関 しては、データベースを利用 して、一部答 えることが出来 る。例えば、設計 した

JAISTの 履修規則 において、人物カテ ゴリ 「主テーマ開始要件 を満た していない学生」に

は 「主テーマ を開始す ること」を 「禁止」 してお り、またそ の人物 カテ ゴ リは、 「4分野6

科 目以上の修得、研究計画提案書 の提出、副テーマの終了のいずれ かを遂行 していない」

とい う条件になってい る。現時点では、性質決 定規範 の内容はテ キス トで書かれているだ

けのものであるため、質問に答 えるためには、デー タベース を利用す るLaw-Defined情 報

システムでパ ター ンマ ッチ ングな どの操作 をす る必要があ る。

1に 関 して、規範間の因果関係 の情報 を管理で きるよ うにす るこ とで、よ り広範な質問

に対応す ることが可能 であると考え られ る。

2の 質問には、まだ答 えることができない。これ は、本研究のデー タベースの設計では、

規則の制定者 か らの入力 のみを考 えていたためである。質問に答 えるためには、規則が変

更 された場合 にも、変更 した者が、変更理 由や 、影響が出た 目標 な どの情報 を管理できる

よ うにす る必要が ある。

また、 より高度 な質問 として、

・ ある行為 を一定のカテ ゴリの人物 に命令 しているが、

どの程度困難で あるのか?

・ ま た は、 主体 に とっ て、

あ る のか?

どれ くらい避 けよ うとす る

それ は行為 の主体 に とって、

(や りた くない と思 う) 行為で

・義務違反 に対 して制裁 を科 して いるが、その制裁は妥当であるのか?

といった ものも考え られ る。

これ らには、規則 を施行 した後の実績データをデータベー スで管理で きるようにするこ

とで、回答できる。例えば、義務規範 に、困難な度合い、避 け ようとす る度合いな どをパ

ラメタ として付加す る、 といった方法が考 えられ る。
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7今 後の課題

次の課題が残 された。

規範 とLaw-Defined情 報 システムの機能要求 との対応 本研究で表現 した規則 を、Law-

Defined情 報 システムの仕様 として利用す るために、規範 と機能要求 との対応 を検

討す る必要が ある。義務規範 との対応 としては、例 えば、命令 され ている行為 につ

いて 「この行為は既 に遂行 しているか を確認す る」 とい う機能要求 と対応 させ る、

といった ものが考 えられ る。 または、権限規範 との対応 としては、ある行為の遂行

を認 定す る権 限について 「行為 の遂行 を認 定 した ことを入力す る」「認定す る権限の

ない者 には入力 させ ない」 といった機 能要求 と対応 させ る、 といった ものが考え ら

れ る。

因果関係の表現 命令 されている行為を遂行 しなかった場合や 、禁止 されている行為 を し

た場合 に、 どのよ うサ ンクシ ョンが科 され るか、 といったこ とを調べ ることがで き

るよ うに、規範 間の因果 関係 を表現す る方針 につ いてま とめる必要があ る。法理論

によると、因果 関係 については、 「事実 と事実 の間に関連 がある」 といった視点や 、

「ある規範が適用 された ことと、それ によって次 に適 用 され るべ き規範 が決定 され る

こ ととの間に関連 がある」 といった視点 などか ら、捉 えることがで きる。 どのよ う

な表現を用い るかは検討 を要す る。

規則 の検討に有効 となる情報の付加6節 で述べた とお り、質 問 として、「ある行為につい

て、 どの程 度遂行 困難 であるのか?」 「義務違反 を した場合 の制裁 は有効 であるの

か?」 といった質問に答 えるために、行為の困難 の度合 いや、制裁 の有効性な どの

情報 をデータベースで管理で きるよ うにす ることは有用で あると考 え られ る。

変更管理 規則 に関す る質問 として、「規則が変更 され たが、それ は どの よ うな理 由によっ

てなのか?」 「変 更 され た規則 につ いて、 どの よ うな 目標 に影響 が出たのか?」 と

いった質問に答 えるために、規則が変更 され た場合 に、どのよ うな変更があったか、

または、なぜ変更 され たのか、 といった情報 をデー タベ0ス で管理す ることができ

るよ うにす る必要が ある。
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8ま とめ

本研 究は、規則の制定 目的 と規則、それぞれの対応 を表現す る方法 につ いて、検討 ・実

践 し、その情報 をデータベースで管理す ることを課題 とした。 これによって、規則を仕様

とす る情報 システムの複数 の利害関係者 が持つ質問に、データベース を利用す ることで、

システム 自身が答 える、 とい う環境 を一部作 るこ とを目指 した。

規則の制定 目的の表現 は、ゴール指向要求分析 にお けるゴール木 を用いた。また、規則

の表現には法理論 を用いた。 ゴール を分解 し、具体的な規則 を導 き出す こと、及び、法理

論 による規範 の分類 は、規則の設計にお いて有用 であることを示 した。また、規則 を導出

した過程 の情報 を管理す ることは、質問に回答す る際に有効 であることを示 した。
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